
（使用目的：指定学校変更就学申立てに使用） 

（あて先）長崎市教育委員会 

     （学校教育課扱い） 

学童入所証明書 

（注意）学童入所の場合、指定学校の学童に入所することが前提となります。 

    ただし、指定学校の学童の開所時間が勤務時間の都合上、迎えが間に合わない場合や 

    指定学校の学童が定員オーバーで入所できない場合などは、隣接する学校（学童）へ 

    の変更が認められる場合もありますので、事前に相談ください。 

    ※受入校の許容人員の都合により申立てできない学校がありますので事前にご相談く

ださい。 

※
教
育
委
員
会
確
認
欄 

変 更 理 由 

□指定学校の学童の開所時間が勤務時間の都合上、迎えが間に合わない 

□指定学校の学童が定員オーバーで入所できない 

□その他 

入所クラブ 

所在地学校区 
長崎市立 

 

※
保
護
者
記
入
欄 

児 童 氏 名   

児童生年月日 平成  年  月  日 

児 童 住 所  長崎市 

※
ク
ラ
ブ
代
表
者
記
入
欄 

平日開所時間   時  分 ～  時  分 

延 長 受 入  

 可 ⇒  時  分まで 

 不可 

 ※可・不可どちらかに○を記入してください。 

 ※可の場合は何時まで延長しているのか記入ください。 

上記の者について、本クラブに入所決定していることを証明します。 

 

令和  年  月  日 

 

           クラブ名  

           所 在 地 

           電話番号  

           施設長氏名             印 


